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国 立 国会 図書館 の現状 と課題

宇治郷 毅

(国立国会図書館 )

(現状)

現在国立国会図書館は館創立以来最大の変革期を迎えている。平成14年 4月 に新

体制に移行するため、現在移行準備 (新体制移行推進本部設置)を推進 中である。当

面の最大の課題は、電子化時代における国会サー ビスの拡充、国立図書館の機能の

明確化 と確立、電子図書館の構築である。

(サ ービスを支える基盤 )

1、 組織

平成14年 4月 か ら二館体制 (東京本館、国際子 ども図書館、関西館)が発足、新機構

案の策定

2、 施設

東京本館 (平成 14～ 15年度、改修、再配置 )、 国際子 ども図書館 (平成14年 1月 建物

引渡 し、全面開館 5月 )、 関西館 (平成14年 3月 建物引渡 し、開館 10月 )

3、 職員

人員の確保、人材育成 (情報技術関係、古典籍関係など専門教育。研修 )



4、 システム

館内業務の機械化 とネ ッ トワーク化

(1)電子図書館基盤システムの構築 (平成10年～14年度の 5ヶ年計画)

①収集組織化サブシステム ②データ管理サブシステム ③情報提供サブシス

テム ④電子図書館サブシステム ⑤統合書誌データベースヘの移行

(2)既存システムとの連携機能開発

①科学技術 レファレンス情報システム ②国際子 ども図書館システム ③国立

国会図書館全国総合 目録 ④雑誌記事索引オンライン処理システム

5、 資料

(1)収集

電子出版物収集の大幅強化 (糸内本制度改正 :平成12年 4月 、施行は10月 )―パ ッケ

ージ系電子出版物のみ納本 とする、ネ ットワーク系電子出版物は選択的収集

科学技術関係資料整備 (学術雑誌の価格高騰 と購入タイ トル減少、冊子体 と電子
1

系)

(2)組織化

書誌情報作成体制の強化 (JAPAN MARCな ど書誌データベースの構築 )

書誌調整 (電子媒体資料の書誌コン トロール、オンライン。データベースのネ ッ ト

ワーク対応、標準化など)

全国書誌作成の改善 (網羅性、標準化、流通 )

(3)保存

ホームページの開設、資料保存研修の実施、『 白書』など啓発書の刊行、紙資料の

保存、非図書資料の保存、保存の範囲 (網羅的か選択的か)、 保存の形態 (原形かメ

ディア変換資料か)、 保存の責任主体 (保存協力)

(4)資料の分散配置 (東京と関西、上野)

(図書館サービス)

1、 データベースの外部提供

インターネット。ホームページの拡充、全国書誌のインターネット提供     |
2、 ドキュメン ト・サプライ・サービスの拡充

国会、行政・司法、一般国民への関覧、貸出、複写サービス、CD‐ROMやインターネ

ットなどによる高度な利用者サービスの実現

東京、関西に分散配置された資源をもとに一体的なサービスを維持

①電子オ∵ダー・システム (書誌情報 と資料請求のリンク)の構築 ②資料の電子

化の推進 ③ゲー トウエイなどによる外部データベースの利用推進 ④ ドキュメ

ント・サプライと電子図書館サービスに関わる著作権問題、課金システムの解決

⑤ CD‐ROMのプリン トアウト・サービスの実施

3、 レファレンス・サービスの拡充

専門室の改組と利用者アクセスの拡充、レファレンス。システムの開発 (ツ ールの

電子化、検索機能の拡充)

エレクトロニック。レファレンス・サービスの実現
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4、 図書館協カサービス

図書館協力部の解消と協力業務の全館対応

(1)国 内協力

①各種図書館団体との懇談 ②総合 目録 ③障害者サービス ④研修交流

⑤研究。開発

(2)国 際協力

①資料の国際交換 と当館所蔵資料の国際的利用 ②外国図書館、関係団体 との

交流 ③図書館関係職員の受入と派遣 ④ G7電子図書館プロジェク トなどヘ

の参加

(法的、制度的問題 )

著作権問題 (公衆送信権など)課 金問題 (サービスの有料化)業 務委託問題 (複

写など)ネ ッ トワーク系出版物の納本問題 国際貸借のための決済方法問題

開館 日。開館時間問題

(財政問題)

<参考資料>
平成14年度に発足予定の三館体制における国立国会図書館の資料配置 と資料の利

用など全体像については、国立国会図書館が平成12年 11月 30日 に衆議院及び参議院

の図書館運営小委員会で報告 した「新 しい国立国会図書館について」を参照された

い。国立国会図書館のホームページ (http:ノ赫 .ndl・ gO・ jp「国会会議録」)で見るこ

とができる。

新カ リキ ュラム下の図書館 史教 育 :

『 日本 の図書館 情報学教育 :2000』 か ら

小黒 浩司

(作新学院大学女子短期大学部)

1996年 8月 に 「図書館法施行規則」力`改正され、翌年度から司書講習科 目が改変

された。周知のように、この間の講習科 目見直しの過程で、「図書及び図書館史」

の廃上が議論された。

日本図書館協会図書館教育部会は、1999年 に司書課程等を開講している大学 。短

大を対象とした全国的な調査を実施 した。その結果をまとめたのが、翌2000年 に日

本図書館協会から発行された『 日本の図書館情報学教育 :2000』 である。今回の報

告は同書を用いて、新課程の下での図書館史教育の現状を検討 したものである。

1.「図書及び図書館史」の開講状況

「図書及び図書館史」を開講 している大学 。短大は、予想以上に多かった。大学で

約90%、 短期大学で約75%が、何 らかの形で実施していた。これは他の選択科 日の
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開講率に比べても高率である。

このことは、図書館史不要論に対する有力な反証 となるだろう。

2.省令 との相違点

一方、「図書及び図書館史」が多くの大学などで実施されている背景 として、受講

生や現場からの要請に基づ くのではなく、各学校、あるいは教員側の都合による場

合も多い と思われる。科 目名などから見て、積極的な展開と思われるものもあるが、

名ばか りと思われるようなものも見受けられる。 とくに他科 日との合併 (「複合科

目」)の事例には、理解に苦 しむようなものも少なくない。

3.今後の課題

教育部会の調査か らは、各機関の具体的な教育内容や実態までは窺 うことができ

ない。本研究会が組織 として、図書館史教育の現状を詳細に調査 し、今後のあり方

を考える必要があるのではなかろうか。

2000年 度 関東地区第 3回研究例会報告 (前号で掲載できなかった分 )

英 国 (イ ング ラン ド)の最近の公 共図書館事情

阪田 蓉子

(明 治大学)

今年 2月 に「英国 (イ ングラン ド)の公共図書館基準」力`公表された。この基準発

表に到る流れなどについて報告 した。

「英国 (イ ングラン ド)の公共図書館基準」は昨年(2000年 )5月 に発表された「英

国 (イ ングラン ド)の公共図書館基準 :諮問案」 (以下、諮問案と略)を基に作成され

たものである。またこの諮問案に先駆けて 1997年に “Nationd Grid for Lcaming"

と題する報告書および “NEW Libr暉 :Tlle Poopbls Nettork"が 連合
=国

(以下、

UKと 略 )の 文化 。メデ イア・ス ポ ー ツ省 (D C M S The deparmcntfOr culme,media

alld spo■ 以下、DCMSと 略)から出されている。両報告書はDCMSの 図書館情

報委員会 Thc Librav ttd lllfomation Commission力 マ`シュ~・ エヴアンズを委員長

に報告書作成を依頼 し、提出されたものである。ちなみにUKの公共図書館は地方

自治体により管理 されている。1964年に 「公共図書館 。博物館法」 (Public Libraries

alld Musellllls Act)が 成立 し、地方 自治体のすべてが 「図書館の利用を望むすべての

人々に内容が豊富でかつ効率のよい図書館サービスを提供すること」が義務づけら

れ、この法の条項に基いて公共図書館の運営、管理およびサー ビスの レベルは地方

自治体により統制 されている。ただ し 1998年 4月 実施の地方政庁再編成により、

現在は新 しく統合 された政庁が責任を担 う形をとり、また公共図書館の総体的な監

督はUKの DCMSの 責務 となっている。このような管理・運営上の変更に加えて

UKの公共図書館は社会における経済的社会的変化および技術の革新に対 して挑戦
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することを迫 られたとの認識を持つにrllつ た。すなわち仕事の形態の変化、余暇活

動の増加 と拡大、インターネッ トや ウエッブの拡張と人々のこれ らのサービスに対

するアクセスの要求および図書館の役割に関するUK政府の関心の増加などがその

背景にあると言われている。

さて先の報告書 `Wationd GFid fOr Lea― g"(NGfLと 略されている)作成のた

め、1997年 4月 24日 に最初の委員会が開かれ、新世紀における図書館の役割に関

して議論を交わしたと委員長の覚書に記 されている。この議論において、生涯学習

に向けて、教育の現場および公共図書館においてコンピュータによる情報人のアク

セスの重要性が語 られ、また、ことに政府や地方 自治体の情報への国民のアクセス

が、今後の公共図書館の活動に変化をもたらすであろうとい う点で意見の一致をみ

ている。

その上で、次の 3点に絞つて調査を進め、情報技術革新に対応 した国の政策決定

のための諮問を 7月 末に政府に提出した。

第 1点 利用者   21世 紀に人々は公共図書館にどのようなことを期待するだ

ろうか。

第 2点 サービス 公共図書館システムを通 じて具体的にどの様なサー ビスを提

供できるか。

第 3点 養成   新世紀に向けて、図書館の仕事に携わる全職員の再訓練をい

かに実施するか。

委員長のエヴァンズは序文において、多くの市民と地域社会にとり、情報社会に

おける要求を満たすためには援助が必要であろうと述べている。加えて公共図書館

が情報 とコミュニケーシ ョン。ネ ッ トワークヘの人々のアクセスを可能にし、また

人々にアクセスのために必要な技能を提供するのに相応 しい機関であることを強調

している。その理 由として挙げているのが、国民の半数以上が図書館を利用 してい

ること (ち なみに、報告書作成の前年 (1996)の利用調査によると、イングラン ドで

は人口のおよそ 58%が 図書館 に登録 してお り、帯出もしている。)さ らにその利用

者があらゆる年齢層 と社会階層に属 していることから図書館が知識を求める人々へ

の援助を提供 してきた他 に並ぶもののない機関であるからだと記 している。

この報告書 (NGfL)が 広帯域のネ ットワークに関する報告書であり、かつま

たこの提案に則つたプロジェク トであるとすると、地方政庁 レベルのネッ トワーク

の た め の 報 告 書 で あ りか つ プ ロ ジ ェ.ク トとも な っ た の が “NEW Library :The

PcOplびs Net■vork"である。

各章の見出しは先の (NGfL)と 全く同じで、9章に分かれ、付録がついている。

第 1章では、NGfLへ のアクセス、世界の資料源へのアクセスや探索の支援、

データベースの信頼性に関するガイダンスなど簡潔な表現で実施すべきことが列挙

されている。さらに図書館において大規模にかつ集中的に情報 とコミュニケーショ

ン技術を展開してゆくに際 し、図書館利用者の要求や動機を知るとい うことのみな

らず、新しい技術を用いて図書館サービスを提供 しようとしている図書館の側の提

案に対する人々の見解を聞くことの重要性も強調されている。

次いで図書館員の現職教育の必要性が述べられているが、このことはことに新し
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い利用者が地域社会において増加 しているコミュニケーション・ネッ トワークや政

府および公共サービス・リンクを利用するにあたり図書館員に助けを求めるに際し、

適切に援助できるための再教育であることが述べ られている。 EC(European
Comlllission)の『公共図書館 と情報社会』における見解を引用 し、ネット・ナビゲー

ター、 ITゲー トキーパー、情報コンサルタン ト、情報マネージャー、教育者 とい

った新 しい図書館員の役割を挙げている。

第 5章では、実施に必要な資金源 として利用可能な基金などのなかにナショナル

・ロッタリー (鍛)も挙げられている。評価については、資料源やサービスの利用

数を調査するとい う伝統的な方法に加えて利用者の満足度や認知度を調べるといつ

た方法も考えられている。

この “nc Peoplesヽ Nettork"に より2003年 には 3万台の端末機 と関連のハー ド

ウェアが図書館に設置され、また 2002年末迄に地域社会の心臓部である公共図書

館を基盤に情報とコミュニケーション技術修得のための約 4300の学習センターの

設置が期待されている。これ ら両報告書の提出を背景に、1999年 6月 にUK政府

は公共図書館は将来、DCMSに よる最低基準に合わせなければならないと宣言 し

た。そのための具体的な方策 として「公共図書館基準」が設けられる運びとなった

のだがその前段階として昨年 5月 に諮問案が公表された。そして 7月 3日 を目処に、

これに対する意見を募るとい う形をとった。

この諮問案を見ると、重点のひとつは国民の権利 としての図書館サービス授与の

平等化を図ろうとしていること、そのサービスの内容として、世界中の資料および

資料源へのアクセスの機会の公平化、それにはインターネット等の利用も含まれ、

誰もが簡単にアクセスし、学習の機会を得ることができるように、そのための施設、

設備の拡充等環境の整備も計画されている。

また、そのようなコミュニケーション技術を人々が身につけることができるよう、

支援することも重点のひとつとして挙げられ、人々に効果的な利用案内を進めるた

めに、図書館員の再教育が重要視されていることが分かる。加えて人々が政府や地

方自治体、行政官庁の情報を容易に入手することができる態勢をつくることにも力

を入れている。さらに 2003年 をひとつの目処として、短期間の実現を目指 してお

り、またこの 3年の間に図書館庁は利用者満足度などについては、 1年の間に基準

にみあうよう実施にとりくむことを求め加えて年次図書館計画 (ALP Al■nu滅

Lttrtt Plan)の提出により、計画案を示す必要もある。

覆面調査も実施され、その結果が公表されるベス ト・バ リュー (Best Valuc)と 呼ば

れる審査報告が会計検査委員会から発行され、ウェブサイ トで誰もが見ることがで

きる。これは投資に対 してどれだけの効果があつたかを問われるもので、その効果

とはある具体例では、人口に対 してどれだけの率の人々が図書館の積極的な利用者

であるとか、伝統的な図書館の雰囲気を快適だと感 じている日中の利用者だけが満

足している状況である、とい うような評価をくだし、アウトリーチの必要性、若い

世代や高齢で疎外されている人々への働きかけの重要性が指摘されている。

このような背景のもとに「英国 (イ ングランド)の公共図書館基準」力`発表された

のである。諮問案では 24項 目が挙げられていたものが、19項 目になりより簡潔な
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文言になっている。 しかし当然のことながら、基本姿勢であるすべての図書館が 3

年の間に当初目的の 25%を達成することが確認されている。諮問案 との違いは細

かい点では、図書館の位置関係が図書館への交通の時間ではなく、距離に変えられ

たことなどがあるが、大きな問題点としては、スタッフの総数に対する専門職の率

が25-29%で あつたものが、基準では「情報管理・/情報コミュニケーション技術」

の資格を持つスタッフの「適性な数」の配置のみが謳われている。また専門職を「情

報管理 。/情報コミュニケーション技術」の有資格者 と特定していることも問題点

として挙げられる。

今後 2003年 に到るその後の実施状況を見守ってゆきたい。

日本図書館 文化史研 究会第 18回 (2001年度 )研究集 会 0総会

～ご案内・参加者募集～

今年度の研究集会 。総会を次の要領で開催 しますので、奮つてご参加ください。

申込方法 :参加希望者は、葉書に氏名、所属、住所、電話番号 (あれば e‐IIIl滅1ア ド

レスも)と 懇親会参加希望の有無を書いて事務局あて申し込んでくださ

い。締切は、 8月 22日 (水)必着とします。

事務局 :

石井 敬三

会 場 :京都大学教育学部第一講義室

参加費 :会員:500円 、非会員:1,000円 懇親会費:5,000円 程度 いずれも当 日徴収

研究集会・総会プログラム

第 1日 :9月 8日 (土)(13:00よ り受付  13:20～ :開 会挨拶等)

13:30～ 1430 発表1垣 口弥生子 「大阪府立図書館と今井貫一」

1生 30～ 15:30 発表2志保田務 「『 記述独立方式』と森耕一 :非基本記入 日録方式の

成立」

15:40～ 16:40 発表3小り|1徹 「書屋再考 :日 本最古の図書館をめぐって」

16:40～ 17:30 総会

総会終了後、懇親会

第 2日 :9月 9日 (日 )(9:30よ り)

9:30～ 10:30発 表4金城まりえ 「旧東ドイツの図書館と検閲 :旧 国立ドイツ図書館の

『 閉鎖書庫』をす例として」
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10:30～ H:30発表5吉 田右子「20世紀前半期アメリカ公共図書館論の批判的検討」

11:30～ 12:30 昼食

12:30～ 13:30発表6前田稔レ ブヾリック・フォーラムとしての公立図書館 ;歴史的展開」

13:30-14:00チ ャットコーナー

質問。論議

15:15ごろ閉会予定

2001年 度研 究集 会オプシ ョナル ツアーの ご案 内

前号で予告いた しましたオプショナルツアーの計画が以下のようにまとまりまし

たので、参加者を募集いたします。

申込方法 葉書にて事務局あて「オプショナルツアー参加希望」と明記 して申し込

んでください。

定員超過の場合にご連絡する必要がありますので、c―lll激1ア ドレスまた

は電話番号 (で きればFAX番 号も)を記入 してください。

事務局からの受付確認の連絡を受けた後、申込金 2,000円 を事務局

の郵便振替 口座あてに振 り込んでください。申込金は会費に充当し、差

額は当日精算いたします。

会  費 2～ 3千円程度の予定。

マイクロバスチャーター料、謝ネL等諸経費を参加者の頭害」りで計算 しま

ケ。

日  時 2001年 9月 10日 (月 )午前 8時 50分集合

集合場所 烏丸今出川交差点北東角 (地 下鉄今出川または市バス烏丸今出川下車)

コース  烏丸今出川→ (徒歩)→冷泉家 (時雨亭文庫)門前→同志社大学正門
→同志社大学キャンパスツアー (重要文化財の校舎)→ (マ イクロバス)

→京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター (旧 東洋学文献セ |

ンター)閲覧室及び書庫の見学→ (マ イクロバス)→ 11:00過 ぎ京者「府

立総合資料館 (国宝東寺百合文書の内数点の特別観覧と図書館見学)→
昼食 (総合資料館近辺のレス トランで各自)→ (マイクロバス)→
14:00ご ろ陽明文庫 (書庫見学)→ 16:00ま でには JR京者『駅にて解散

前号でご案内しました、光悦寺付近での昼食は、コース設定の都合上、時間の制

限により取りやめとさせていただきます。悪 しからず、ご了承ください。
｀
マイクロバスの乗車定員二十数名が受付の上限となります。満席になり次第受付

を終了します。先着順で会員を優先 して受付 しますので、お早めにお申し込みくだ

さい。
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京都大学本部キャシパス案内図
百万遍
バス停曇

Ｊ

酵

離

北部キャンパス

市バスは、循環系統の場合

同一番号で内回りと外回 り

の 2系統が走っています。

逆方向に乗車すると大変時

間を要しますので、ご注意

ください。

京大正門前

(旧 :東一条)

バス停
Ｎ
①

交 通 機 関  Transportation from Kyoto Station and others

主要鉄道駅 乗車バス停 市′ヽス系統 市バス経路等 下車バス停

[」 R/近鉄]

京都駅
京都駅前

17 河原町―今出川通経由 錦林車庫行 百万遍

206 七条―東大路経由 Jヒ大路バスターミナル行
京大正門前(旧 :東一条)

又は百万遍

[阪急]

河原町駅
四条河原町

河原町―今出川通経由 Jヒ 白川仕伏町行 百万遍

河原町―今出川通経由 錦林車庫行 百万遍

四条―東大路通経由 岩倉操車場行 京大正門前又は百万遍

四条―東大路通経由 百万遍・みぶ行 京大正門前又は百万遍

[地下鉄烏丸線]

今出川駅
鳥丸今出川

今出川―東大路通経由 祇園・みぶ行 京大正門前又は百万遍

今出川―自川通経由 祇園。西大路四条行 百万遍

[京阪]

出町柳駅
同駅下車,東へ徒歩15分
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原 稿 募 集

「ニューズレター」の原稿を募集 しています。

研究に関する情報、書評なんでも結構です。 (できるだけワープロで、

MS― DOS標 準テキス トの原稿を)事務局 (石井)あ てお送りください。

「図書館文化史研究」第 18号予告

「図書館文化史研究」第18号は現在制作中ですが、刊行は9月 末ない し10月 初め

となる見通 しです。内容は次の通 りです。ご期待ください。

論文 :「 トロン ト市立図書館の児童サービス :ジ ョージ 。ロック館長の就任から『 少

年少女の家』開設まで一―第一次大戦を背景に一一」 (深井耀子),「広域出版流通

の進展 と本屋仲間の変容」 (大和博幸),「 占領期における教育使節団からの『 本の

贈 り物』」 (中 村百合子 三浦太郎) 研究ノー ト :「図書館運動の系譜 長野県下伊

那郡青年会の図書館運動をめぐって」 (奥泉和久) 資料 :「資料紹介 メイ 。グラ

ハム『 日本の学校図書館』」 (篠原由美子)

会員動向

新入会員

住所・勤務先変更

事務局よ り

前号の研究集会案内記事の中で、発表者の氏名について志保田務氏の名が間違って

表記されていました。申し訳ありませんでした。 お詫びして、本号の案内のとおり訂正いた

します。

日本図書館文化史研究会  事務局 石井敬三

◇
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